
市内企業の認知度向上や魅力発信を応援します！
オープンカンパニー等実施支援補助金

主に下記の費用が対象となります！

（購入・実施前の申請が必要です）

茨木市では、市内企業の認知度向上や魅力発信のための
「オープンカンパニー」などの取組に必要な備品等の購入費用を

助成しています。

見学時に使用する
来客用のヘルメットや防護服

説明や実演に使用する
モニターやトランシーバー

チラシやSNS、
動画等での
事業所公開の告知

対象企業 茨木市内に事業所のある企業

対象経費

①自社の認知度向上や魅力発信のため、市民
等に事業所を公開するために使用する備品の
購入費用
②見学等の宣伝に使用するチラシや広告の費
用（消費税等は除く）

補助金額 補助対象経費の1/2（上限５万円）

※上限以内であれば複数回申請も可能

手続き
まずは①交付申請⇒②決定通知後に
➂経費の支払、および見学等の実施

（詳細は裏面）

問合せ先 茨木市 くらし産業環境部 産業振興課
TEL：072-620-1620 FAX：072-627-0289
E-mail:kigyousien@city.ibaraki.lg.jp

補助要件

市ホームページはこちら

詳細は裏面



事業所の公開などに使用した
備品購入費

インカム、拡声器、翻訳機器、カメラ、モニター、タブ
レット、ヘルメット、防護服、防塵マスク、ゴーグル、
安全靴、長靴、案内板など

事業所公開などの
告知のためのチラシや動画、

SNS等の広告宣伝費

見学周知チラシ作成費用、
SNS等のプロモーションムービーの費用など

手続きの流れ

対象の経費の支払
購入や公開後の事後申請はできません！
あらかじめご了承ください

①補助金の申請

申請書に、
①事業所の公開予定の概要
②申請予定のものが確認できるもの（見積書やカタロ
グなど）
③誓約書 を添えて申請ください

②交付決定通知
補助金交付の場合も、不交付の場合も、
通知を郵送でお送りします

※交付決定まで約２～3週間かかります

➂経費の支払
※必ず交付決定通知が届いた後にお願いします
発生した領収書やレシートは、実施報告の際に必
要になるので必ず保管ください

④事業所公開
（オープンカンパニー等）の

実施

※必ず3月31日までに実施してください
事業所公開の様子を請求書報告時に提出いただきます
※いばらきオープンカンパニー「いばらき、クルク
ル。」への参加でも差し支えありません
雨天中止になった場合や、人数が集まらず中止になっ
た場合はお知らせください

⑤実績報告、および請求

事業所の公開後、お早めにご提出ください
実績報告書に、実施の様子がわかる写真や資料、およ
びレシートや領収書など支払が確認できるもの（広告
宣伝費で申請した場合はチラシやSNSのスクリーン
ショット等も必要です）も添えて提出ください

対象経費の例

いばらきオープンカンパニー「いばらき、クルクル。」
への参加もお待ちしています！

詳細はこちら→


